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鳥取市国民健康保険条例の一部改正について 
 
出産育児一時金について 
 

 

 

 

 
 

出産育児一時金の規定 
 

平成26年８月28日 第１回国保運営協議会 資料４ 

○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被

扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、 一定の金額が支給される制度。 

 

○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施するため、被用者保険は政令、

市町村国保は条例で、それぞれ規定している。 

健康保険法施行令（大正 15 年勅令第 243 号）（抄）  
第三十六条 法第百一条の政令で定める金額は、三十九万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲

げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、三十九万円に、第一号に規定

する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した

金額とする。  

一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準

に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により

脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当

該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労

働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。 ※１ 

二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報

の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。  

 

※１ 財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等については、令第36条第1号 

及び第2号のいずれにも該当するものである。  

※２ これらの医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等の加算額は、機構の運営する産科医療補償制度におけ 

る掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)が3万円であることから、3万円が基準となるものであり、出

産育児一時金等については在胎週数第22週以降の出産の場合、合計42万円を支給する。  

なお、令第36条において加算額については「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」としているのは、産科医療補償制度開始後の 

見直しの中で当該掛金の額が変動しうるためである。 
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条例改正（出産育児一時金制度）の概要 
 

出産育児一時金の支給額について、産科医療補償制度掛金の引き下げに伴い、同制度に加入している分娩機関で分娩する場

合に加算する額を引き下げるとともに、出産育児一時金の基本額を引き上げることによって、加算後の支給総額を４２万円に

維持するもの 

 

           ＜改正前４２万円＞      ＜改正後４２万円＞ 

産科医療補償 

掛金加算 
３万円 

 

１．６万円 

４０．４万円 
出産育児一時金 ３９万円 

 

鳥取市国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第５条の２ 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の

世帯主に対し出産育児一時金として、404,000円（健康保険法施行令（大

正15年勅令第243号）第36条ただし書に規定する出産であると市長が認

めるときは、これに16,000円を加算した額）を支給する。 

第５条の２ 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の

世帯主に対し出産育児一時金として、39万円（健康保険法施行令（大

正15年勅令第243号）第36条ただし書に規定する出産であると市長が認

めるときは、これに3万円を超えない範囲内で規則で定める額を加算し

た額）を支給する。 

２ （略） ２ （略） 
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出産育児一時金見直しの経過 
 

１．産科補償制度の見直し 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①制度創設時の推計では補償対象者数を年間５００人から８００人程度と見込み保険料水準は３万円と設定されている。 

②今後の年間補償対象者数の推計値を５７１人（４２３人～７１３人）に下方修正し、保険料水準は２．４万円と推計。 

③さらに平成２１年から平成２６年までの余剰金が８００億円程度生じる見込みであることから平成２７年以降１０年間 

に０．８万円を充当し、保険料水準を１．６万円とすることとされた。 

 

２．出産育児一時金の見直し（平成２６年７月７日 第７８回社会保障審議会医療保険部会 決定） 
 
 
 
 
 
 
※ 掛金の引き下げに伴い加算額は引き下げとするが、平均的な出産費用が増加しており、妊産婦の実質的な負担軽減の観点から、加算

後の総額が現行と同額の水準になるように基本額を引き上げることとされた。 

（１）補償対象基準の拡大（平成２６年１月２０日 第７３回社会保障審議会医療保険部会 決定） 
 

・ 在胎週数 ： ３３週以上    ⇒  ３２週以上 

・ 出生体重 ： ２０００㌘以上  ⇒  １４００㌘以上 
 

（２）掛金（保険料）の引き下げ（平成２６年４月２１日 第７４回社会保障審議会医療保険部会 決定）
 

    ３０,０００円／１分娩（胎児） ⇒ １６，０００円／１分娩（胎児） 
 
（３）施行期日  平成２７年１月１日 

（１）出産育児一時金基本額の引き上げ    ３９万円  ⇒  ４０．４万円 

（２）産科医療補償掛金相当加算額の引き下げ  ３万円  ⇒   １．６万円 

（３）施行期日  平成２７年１月１日 
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産科医療補償制度について（機構ホームページより） 
 
１．産科医療補償制度とは 
分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、

再発 防止に役立つ情報を提供する制度です。 
 
２．運営組織（公益財団法人日本医療機能評価機構） 
公益財団法人日本医療機能評価機構は、制度の運営組織として、分娩機関の制度加入手続、保険加入手続、掛金集金、補償

対象の認定、原因分析、再発防止および長期の補償金支払手続（保険金請求手続）等の制度運営業務を行います。 
 
３．分娩機関 
制度に加入する分娩機関は、補償開始日以降に自ら管理する全ての分娩について補償の提供を約束します。また、分娩機関

は、運営組織に取扱分娩数を申告し、これに応じた掛金を支払います。補償対象となる脳性麻痺が生じた場合には、分娩機関

は運営組織へ補償申請を行います。 
 
４．補償内容と掛金 
（１）補償対象 
・平成 21 年 1 月 1 日以降に出生した児で、次の基準を全て満たすもの 

①出生体重 2,000g 以上かつ在胎週数 33 週以上、または在胎週数 28 週以上で所定の要件 

②身体障害者手帳 1・2級相当の脳性麻痺 

③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺 
 
（２）補償金額 

補償内容 支払回数 補償金額 

準備一時金（看護・介護を行う基盤整備のための資金） 1回 600 万円 

補償分割金（看護・介護費用として毎年定期的に支給） 20 回 120 万円／年 

 
（３）掛金 

30,000 円／1分娩（胎児） 
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